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印 西 市 財 政 計 画  
（平成２８年度～平成３２年度）  

はじめに  

本市の財政状況は、千葉ニュータウン事業に関連した社会資本の整備に要し

た多額の債務を抱える中で、歳入では、千葉ニュータウン事業の進展に伴う人

口の増加や企業の進出等により一定の税収の伸びは期待できるものの、普通交

付税については、合併に伴う特例措置分の縮減が平成２７年度から始まってお

り、一般財源総額の確保が年々難しくなることが見込まれています。  

一方歳出では、高齢化の進展や市民ニーズの多様化による社会保障経費の増

大が見込まれるとともに、千葉ニュータウン事業の進捗や人口の増加に合わせ

て整備された義務教育施設をはじめとする公共施設の維持・補修経費の増大が

懸念されており、引き続き厳しい財政運営が続くことが予想されます。  

 このような中で、印西市基本構想に掲げる将来都市像「ひと  まち  自然  

笑顔が輝く  いんざい」を実現するためには、後期計画となる第２次基本計画

に盛り込まれた施策を確実に推進していく必要があります。  

そのためには、真に必要な市民サービスの水準を確保しつつ、市民満足度の

向上が図られるよう、行政自らが市民の視点で行政運営の改革・改善に取り組

むとともに、財政運営の健全性を確保する必要があることから、今後５年間の

「財政計画」を策定するものです。  

 

 

１  計画策定の目的  

（１）財政収支の見通しを立て、現在及び将来における問題点を捉えることに

より、財政運営の健全性を確保するための対応策を明らかにします。  

（２）中期的な視点から、第２次基本計画で定める施策に基づく事業の選択を

する際の指針とするとともに、これらの後年度負担等をチェックする手

掛かりとします。  

 

２  計画の位置づけ  

（１）財政計画は、健全かつ安定した財政運営を図っていくため、財政的視点

から基本計画を補完し、その実効性を高めるものです。  

（２）財政計画は、将来の財政収支の見通しを明らかにしながら、実施計画の

策定、予算編成・執行及び日常の行政管理に当たっての指針とするもの

です。  

 

３  計画期間及び会計単位  

（１）計画期間･･･平成２８年度から平成３２年度までの５か年  

（２）会計単位･･･普通会計（特別会計等については、繰出金等で計上）  
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４  計画策定の基本的な考え方  

 将来にわたり財政の安定と健全性の確保を図りつつ、持続可能な財政基盤の

確立に努めることを念頭に次の基本的な視点に基づき策定しました。  

（１）行政改革の推進に努めながらコスト意識を持ちつつも、第２次基本計画

で定める施策に基づく事業については、市民満足度が高まるよう、市民

の視点を十分勘案した行財政運営を行います。  

（２）現状の将来債務を踏まえ、将来債務残高が増加しない財政構造の確立を

目指します。  

（３）税収等の自主財源の確保と併せて経常的経費 (注 )等の削減に努めます。  

 

５  現在の財政状況  

（１）歳入  

 ①市税  

千葉ニュータウン事業の進展等に伴う人口の増加や企業の進出により、

課税客体の増に伴う一定の増収は見込めるものの、少子高齢化の進展や法

人市民税率の引き下げ※により、市税収入全体では、大幅な増収は見込め

ない状況です。  

※平成２６年１０月以降の事業年度分から法人市民税率が１２．３％から９．７％に

引き下げられました。  

 

②市債 (注 ) 

平成２２年度末残高は約２６２億円でしたが、平成２７年度末残高では

約１７９億円を見込み、年々減少しています。  

将来負担の軽減を考慮し、市債の発行に当たっては、元金償還額を超え

ないよう努めているところですが、近年では、牧の原小学校の新設や新学

校給食センターの整備事業などの大規模な普通建設事業により、発行額は

やや増加しています。  

 

 ③諸収入  

当市の諸収入は他市と比べて多額となっていますが、これは千葉ニュー

タウン事業にかかる開発事業者からの負担金（公益施設整備負担金）等が

含まれているからです。平成２７年度の公益施設整備負担金は、約１５億

５千万円となっています。  
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④地方交付税 (注 ) 

普通交付税については、市町村の合併の特例等に関する法律による特  

例措置により、合併後５年間（Ｈ２２～２６年度）については、旧市村ご

とに算定された交付税額（合併算定替）の満額が交付されていましたが、

６年目以降（Ｈ２７～３１年度）は、旧市村ごとに算定された額と、新印

西市として算定された額（一本算定）の差額分が、段階的に縮減されるこ

ととなり、大幅な減額が見込まれています。  

 

３億円

３億円 一本算定 一本算定 一本算定 一本算定 一本算定 一本算定 一本算定

Ｈ３２年度

算定替

９割減

Ｈ３１年度

５.２億円

Ｈ２９年度Ｈ２８年度 Ｈ３０年度

算定替

７割減

９.６億円

算定替

Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

２２．８億円

１割減

算定替

３割減

※平成２６年度の普通交付税の額をもとにしたイメージで、実際の算定額とは異なります。
○一本算定とは…合併後の新印西市として全体で算定した、基準財政需要額（臨時財政対
策債振替後）－基準財政収入額の額。通常はこの方法により、普通交付税を算定します。
○算定替とは…合併が無かったものとして、旧市村ごとに算出した基準財政需要額（臨時財
政対策債振替後）－基準財政収入額の合計額。なお旧印西市は、収入が需要を上回り、不
交付となるためこの計算には含めません。

１０割減２２億円

普通交付税の算定替縮減イメージ

算定替

５割減

１４億円１８．４億円

算定替

２５億円
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（２）歳出  

①人件費  

   職員の定期昇給による増加要因はあるものの、退職補充にとどめるな

ど職員数の削減により、全体的には、ほぼ横ばいとなっています。  

 

②扶助費 (注 ) 

民間保育園の増加に伴う子育て関連経費や障害者自立支援給付事業、生

活保護扶助事業等の増により、増加を続けています。  

平成２６年度は、臨時福祉給付金等により特に増加しています。  

 

③公債費  

市債残高は平成２２年度末で約２６２億円、毎年度（Ｈ２２～２６年度）

の元利償還金は約３０億円とかなり多額となっていますので、発行額を極

力抑制して将来にわたる公債費の減少に努めています。  

平成２７年度末の市債残高は、約１７９億円の見込みとなっています。 

 

④その他（物件費、維持補修費、補助費等）  

合併により学校をはじめとした公共施設が増加し、維持管理費が大幅に

増加しましたが、近年ではほぼ横ばいとなっています。  

なお平成２５年度は、印西地区環境整備事業組合において公債費の繰り

上げ償還があったため、補助費が大幅に増となっています。  

 

⑤投資的経費 (注 )  

 牧の原小学校の新設や、道路、公園及び新学校給食センターの整備事業

により、普通建設事業費が増加しています。  

 また東日本大震災からの復旧経費により、平成２３年度及び平成２４年

度は災害復旧費が多くなっています。  
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（３）市債及び債務負担行為 (注 )残高（将来債務残高）  

市債を発行する意義としては、収支均衡のための一般財源の補完及び財

政上の収支に係る年度間調整や長期にわたって負担する世代間の公平を図

る機能があるものの、将来の財政運営に過大な負担とならないよう十分留意

する必要があります。また、債務負担行為は将来の支出を伴うものであり、

市債同様、将来の財政負担への影響を考えなければなりません。  

市では、千葉ニュータウン事業に伴う義務教育施設等の整備によって借

り入れた市債残高と立替施行制度の活用による債務負担行為残高が多額と

なっています。双方合わせた将来債務残高は、平成２２年度末で約４１２億

円でしたが、市債発行の抑制等により平成２６年度末では３０５億円となっ

ています。  

 

（４）基金 (注 )残高  

  現在、財源対策のため、財政調整基金、減債基金、その他の特定目的基金

を合わせて１２の基金があります。  

 基金残高の合計額は、平成２２年度末で約７７億円（うち財政調整基金は

約５１億円）でしたが、平成２６年度末では、約１２０億円（うち財政調整

基金は約７４億円）となっています。  

これは、平成２２年度から合併に伴う普通交付税の特例措置が講じられた

ことや、千葉ニュータウン事業の進展に伴う市税収入の増により、一般財源

が増加したことが主な要因です。  

将来債務残高及び基金残高の推移 （単位：千円）
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市債残高 26,158,999 24,815,376 22,982,467 20,956,004 20,052,745
債務負担行為残高 15,089,246 14,699,966 15,306,264 13,720,780 10,457,041
将来債務残高合計 41,248,245 39,515,342 38,288,731 34,676,784 30,509,786
基金残高 7,686,777 8,399,999 10,171,413 12,336,468 11,979,806

うち財政調整基金 5,068,007 5,416,844 6,291,561 6,686,089 7,399,893
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（単位：億円）



 

 - 8 - 

 

（５）財政指標の現状  

 ①財政力指数 (注 ) 

財政力指数は、地方交付税法の規定に基づいて算定した基準財政収入額

を基準財政需要額で除して得た数値の過去３か年の平均値で、この指標が

「１」を超える場合は、その分だけ標準的な水準を超えた行政を行うこと

ができるとされています。  

合併後の平成２２年度の算定では「０．９４」で、その後ほぼ横ばいで

推移していましたが、平成２６年度の算定では市税収入の増等により「０．

９６」とやや増加しています。  

 

 ②実質公債費比率 (注 ) 

実質公債費比率は、財政健全化法 (注 )に位置づけられた指標の１つで、

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金 (注 )の標準財政規模

(注 )に対する比率です。  

この比率が１８％以上になると起債（市債の発行）に当たって県の許可

が必要になり、２５％（早期健全化基準）以上になると、一般単独事業の

起債に制限がかかり、３５％（財政再生基準）以上になると一部の一般公

共事業の起債も制限されます。  

印西市においては、平成２２年度決算では１１．７％で、その後も徐々

に減少し平成２６年度決算では、８．０％（県内市町村平均は６．９％）

と早期健全化基準を大きく下回っています。  

これは市債や債務負担行為に基づく償還が順調に進んでいることと、市

税収入の増加等により標準財政規模が大きくなったことが主な要因です。 

 

③将来負担比率 (注 ) 

将来負担比率も、財政健全化法に位置づけられた指標の１つで、一般会

計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。  

この比率が３５０％以上になると早期健全化団体になります。  

印西市においては、平成２２年度決算では７２．５％で、その後大幅に

減少し、平成２６年度決算では５．１％（県内市町村平均は４９．１％）

と早期健全化基準を大きく下回っています。  

これは、実質公債費比率と同様に、市債や債務負担行為に基づく償還が

順調に進んでいることや、市税収入の増加等により標準財政規模が大きく

なったことに加え、基金残高が増えたことが主な要因です。  

 

④経常収支比率 (注 ) 

  経常収支比率は、団体の財政構造の弾力性を示す指標で、経常的経費に

充当された一般財源の額が、地方税や普通交付税などに臨時財政対策債発

行可能額を加えた経常一般財源の総額に占める割合です。  
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この比率が高いほど財政の弾力性が失われていることになります。  

印西市においては、平成２２年度決算では９０．２％で、その後徐々に

減少し、平成２６年度決算では、８６．１％（県内市町村平均は９０．６％）

となりました。  

これは、市税収入等の増加により経常一般財源が増加したことが主な要

因です。  

 

区　　分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

財政力指数※ 0.94 0.93 0.94 0.94 0.96
公債費負担比率(注) （％） 10.6 11.1 11.2 10.5 10.8
経常収支比率 （％） 90.2 89.7 89.9 88.1 86.1
実質公債費比率※ （％） 11.7 10.6 9.9 9.2 8.0
将来負担比率 （％） 72.5 58.3 36.4 6.9 5.1
※財政力指数、実質公債費比率は３カ年平均

主な財政指標の推移

10.6 11.1 11.2 10.5 10.8 

90.2 89.7 89.9 88.1 86.1 

11.7 10.6 9.9 9.2 
8.0 
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6.9 

5.1 

0.94 0.93 0.94 0.94 0.96 

0.10 

1.00 
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32.0 

64.0 

128.0 

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

公債費負担比率(%)

経常収支比率(%)

実質公債費比率(%)

将来負担比率(%)

財政力指数

（％）
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６  今後の財政運営について  

 今後の財政運営における、基本方針と中期的な視点から財政指標の目標を設

定し、健全な財政運営を図ります。  

Ⅰ  今後の財政運営の基本方針  

印西市の財政状況は、歳入面では、課税客体の増加による税収の一定の

伸びは期待できるものの、平成２７年度からは合併に伴う普通交付税の段

階的な縮減が講じられるなど一般財源総額の確保が難しい状況です。  

一方歳出面では、高齢化社会の進展に伴う扶助費等の社会保障関連経費

や公共施設等の維持管理経費や改修経費の増加に的確に対応することが

求められています。  

このような状況の中、第２次基本計画期間中の財政収支や経常収支比率

を試算した結果は厳しい数値となっていますが、財政指標等の目標値を設

定し、引き続き財政構造の弾力性の確保や将来の財政負担水準を厳格に管

理していくとともに、「持続可能な財政基盤の確立」を目指します。  

 

Ⅱ  財政指標の目標値の設定  

（１）財政構造の弾力性の向上  

 ①経常収支比率９０％以下を維持する。  

経常収支比率は、平成２６年度決算では８６．１％と、県内市町村平均

の９０．６％を下回っていますが、今後は、普通交付税の段階的な縮減が

確実な中で、経常一般財源の減少により、比率は大幅に増加することが見

込まれます。  

さらには、前述の高齢化社会の進展に伴う扶助費等の増加により、一層

厳しい状況になると予測していますが、物件費や公債費などの経常経費の

圧縮や財源の確保に努めることで９０％以下を維持します。  

 

 ②実質公債費比率１０％以下を維持する。  

実質公債費比率は、平成２６年度決算では８．０％となっており、今後

は千葉ニュータウン事業に関連した地方債等の償還も順次終了していく

予定ですが、一方では牧の原小学校の新設や、新学校給食センターの整備

に係る地方債の償還が始まるとともに、普通交付税の段階的な縮減による

財源を補うためには地方債を発行せざるを得ない状況にあることから、財

政規律を確保するために現状と同レベルの１０％以下を維持します。  

  

③将来負担比率１０％以下を維持する。  

将来負担比率は、平成２６年度決算では５．１％となっており、平成２

２年度決算の７２．５％に比べると大幅に減少していますが、市の地方債

だけでなく、一部事務組合の地方債の増大や、基金の減少によっては、数

値が増大する可能性があることから、財政規律を確保するために、現状と

同レベルの１０％以下を維持します。  
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（２）財政運営の安定性の確保  

 ①地方債残高の抑制  

第２次基本計画期間中の平成２８年度から平成３２年度までに予定さ

れている新学校給食センターの整備事業や、市道整備などの財源として、

地方債の発行を予定していますが、補助金や基金の活用を図りながら、平

成３２年度末には残高を１３５億円程度に減少させることとします。  

 

 ②基金の適正管理  

年度間の財源の不均衡を調整し、健全な財政運営を行うために財政調整

基金及び減債基金を設置しています。  

第２次基本計画中に学校給食センター整備事業や市道の整備事業など

の普通建設事業が見込まれており、普通交付税の段階的な縮減が予定され

ている中では、ある程度の基金からの繰り入れは見込まなければなりませ

んが、更に将来に向けた補完財源として、財政調整基金を標準財政規模（平

成２６年度：約２０５億円）の２０％程度を確保することとし、４０億円

以上を維持します。  

特定目的基金については、今後計画している大規模事業等の財源として、

教育施設整備基金や保健福祉基金などの充実を図りながら充当します。  

また今後の公共施設の老朽化対策として、適宜、財政調整基金から特定

目的基金への振替を行いながら対応することとし、基金全体で７０億円以

上を維持します。  

 

 ③職員数の適正管理  

定員管理計画（平成２７年３月策定）では、今後の人口増加や様々な行

政需要に対応するため、職員数を平成２７年度当初の６６０人から、平成

３２年度当初で６７５人まで増やすとしています。  

しかしながら、市の財政は引き続き厳しい状況が続くことが見込まれて

いることから、時間外勤務手当の抑制に努めるとともに、定員管理計画の

対象外となる再任用職員や任期付職員等を含めた総人件費の抑制に努め

ます。  
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Ⅲ  今後の財政見通し  

 平成３２年度までの収支均衡を図った財政収支の見通しを次のとおり試算

しました。  

（１）試算にあたっての前提条件  

ア  平成３２年度までの財政収支の見通しを立てるにあたって、先行き不透

明な経済情勢の中で安易な伸びは見込まないこととしました。  

イ  推計にあたってのベースは平成２８年度当初予算額とし、平成２６年度

決算額並びに平成２７年度当初予算額及び決算見込額を参考としまし

た。  

ウ  人口推計については、第２次基本計画の中で見込んだ人口（国勢調査人

口を基に推計）を住民基本台帳人口（各年度１０月１日現在）に置き換

えて算出しました。  

 

（２）歳入・歳出の試算結果について  

①  歳入  

ア  市税  

・税目ごとの積上げにより算出しました。  

・法人市民税は、税制改正（平成２９年度からの税率引き下げ）による

影響額分の減額を見込みました。  

  イ  税交付金等  

自動車取得税交付金については、廃止が予定されている平成２９年度

以降は見込まないこととしました。  

    地方消費税交付金については、平成２９年度からの税率の引き上げと

軽減税率を考慮し、算出しました。  

    その他の交付金については平成２７年度決算見込等を基に算出しま

した。  

ウ  地方交付税  

普通交付税については、市町村の合併の特例等に関する法律による算

定替に伴う６年目以降（Ｈ２７～３１年度）の縮減を反映させて算出し

ました。  

特別交付税については、平成２３年度から平成２７年度まで交付され

ている東日本大震災に伴う震災復興交付税は見込まないこととしまし

た。  

エ  国・県支出金  

・扶助費に係るものについては、現行制度で今後も継続することを前提

に算出しました。  

・投資的経費についても現行制度で対象となる補助事業を優先して活用

しました。  

オ  使用料及び手数料  

受益者負担の適正化を図るため、算定根拠の精査及び検証並びに減免
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制度の見直しを行っていくこととしますが、今後の経済動向等を踏まえ

ると大幅な収入増は見込めないため、平成２８年度当初予算額をベース

に算出しました。  

カ  繰入金  

減債基金及び教育、福祉、鉄道施設等の整備に対し、それぞれの基金

から繰り入れを見込みました。  

キ  市債  

本計画期間中の最終年度である平成３２年度末には、実質公債費比率

１０％以下の維持を目指しつつも、投資的経費に係る財源として充当し

なければならない事業にあっては発行を見込みました。  

また、臨時財政対策債については、発行可能額が普通交付税の基準財

政需要額に全額算入され、後年度の元利償還金に相当する額が措置され

ることになっているので、財源不足分を補完する観点から活用しました。 

 

②  歳出  

ア  人件費  

定員管理計画に基づいて職員数の増加（５年間で１５人増加）を見込

み算出しました。  

イ  扶助費  

民生費、衛生費及び教育費における扶助費の実績を基に、人口推計を

考慮して見込みました。  

ウ  公債費  

平成２７年度から普通交付税の特例措置分の縮減が始まっており、こ

れに併せて経常的経費の縮減及び実質公債費比率１０％以下の維持を

目標に可能な限り市債発行を抑制しました。なお、新規発行分の償還期

間及び利子については対象見込みとなる事業に応じた期間・率で試算し

ました。  

エ  物件費  

物件費は抑制を基本としつつ施設の維持管理費についても、伸びを見

込まないこととしましたが、平成２９年度からの消費税率の引き上げ分

を考慮し算出しました。  

オ  繰出金  

介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計については、高齢化の

進展による各種サービスの需要増を見込み算出しました。  

また国民健康保険特別会計については、平成３０年度以降の広域化を

考慮し、算出しました。  

カ  投資的経費  

本計画期間中における実施計画等の事業を基に見込みました。なお、

千葉ニュータウン事業に係る立替償還金もこれに含まれています。  
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③  決算剰余金の活用  

 決算剰余金については、合併後２０億円程度で推移してきましたが、今

後の推計としては、１２億円を見込み、そのうち２分の１の６億円を財政

調整基金に積むこととし、算出しました。また残りの剰余金（前年度繰越

金）のうち１億円については特定目的基金（教育施設整備基金）に積むこ

ととしました。  

 

④  財政構造の見通し  

ア  経常収支比率  

市税は若干の伸びが見込めるものの、普通交付税や臨時財政対策債の

縮小等により、歳入全体の増加は期待できない中、職員の増加により人

件費が増加し、扶助費等の増加も見込まれることから、試算の結果は厳

しいものとなりました。  

しかしながら、公債費や物件費などの経常経費の縮減に努め、今後も

引き続き計画の目標である経常収支比率「９０％以下」を目指します。 

 

イ  実質公債費比率  

計画期間中の借入額を元金償還額以内とすることにより、計画の目標

である実質公債費比率「１０％以下」を維持します。  
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（３）財政収支試算について  
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  ③　将来債務残高及び基金残高の見通し （単位：千円）
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

市債残高 17,906,076 18,575,337 17,030,710 15,917,699 14,829,536 13,489,427

債務負担行為残高 10,467,243 9,264,438 8,045,970 7,007,537 5,944,637 4,952,892

将来債務残高合計 28,373,319 27,839,775 25,076,680 22,925,236 20,774,173 18,442,319

基金残高 12,921,478 11,257,955 10,740,704 10,253,901 9,416,452 7,928,816

うち財政調整基金 8,390,009 8,116,145 8,202,718 8,200,611 7,816,747 6,757,184
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  ④　主な財政指標の見通し （単位：％）

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

公債費負担比率 10.5 9.9 9.5 8.5 8.5 7.7

経常収支比率 90.9 91.4 90.6 92.4 94.0 96.0

実質公債費比率※ 6.6 5.5 4.7 3.8 2.9 2.1

将来負担比率 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0

※実質公債費比率は３カ年平均
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 - 19 - 

Ⅳ  収支試算における今後の課題と取り組み  

（１）市税等の一般財源の確保  

自主財源の根幹をなす市税収入の推計は、課税客体の増加による一定の伸

びは見込めるものの、法人市民税については、税率の引き下げが予定される

など、今後も大幅な増収が期待できない一方で、普通交付税については平成

２７年度から縮減され、実質的な一般財源の増加は見込めない状況です。  

このような状況の中で、新たな行財政需要に対応していくためには、市税

等の収納率の向上を図る必要があることから、課税客体のより一層の適正な

把握に努めるとともに、口座振替の推進や収納体制の強化など、引き続き収

納の効率化に努めます。  

また、市民負担の公平性の観点から、受益者負担の原則に則り、使用料・

手数料等については算定根拠の精査及び検証並びに減免制度の見直しを行

っていきます。  

 

（２）経常的経費の抑制  

普通交付税が確実に減少し、市税収入の大幅な増加が見込めない中で、高

齢化の進行に伴う扶助費等の社会保障関連経費の増加や定員管理計画によ

る職員数の増に伴う人件費の増加など、経常的経費は今後も増加傾向が予測

されるので、市債発行の厳格な管理による公債費の一層の抑制に努めなけれ

ばなりません。  

また、新規施設の増加に伴い施設の維持管理費の増加も予想されますが、

指定管理制度の導入を積極的に図るとともに、今後策定される公共施設等総

合管理計画や、小中学校の適正配置の検討等に基づき、施設の適正配置や整

理統合を行います。  

また、事務事業についても、ゼロベースでの見直しを徹底し、簡素化、合

理化、効率化を図り経費の節減を行います。  

補助金については、費用対効果のみならず、補助金支出の目的と趣旨を十

分踏まえるとともに、終期の設定を含めた見直しをするなどして整理統合を

図ります。  

 

（３）投資的経費の取捨選択と充当財源の確保  

 本計画期間中には新学校給食センター整備事業や、印旛高校跡地活用事業

が予定されていますが、これらの事業は国庫補助のない単独事業となってお

り、財政運営を厳しいものとしています。  

一般財源総額の増加が見込めない中で、今後、普通建設事業を実施してい

くためには、国・県の補助金（交付金）などの財源のあるものを優先させ、

一般財源の充当を最小限に抑えるとともに、事業内容の見直しや事業期間の

延長、場合によっては先送りするなど事業費の平準化を図る必要もあります。 

 なお、新規施設の整備に当たっては、将来を見据えて有効活用（転用）が    

可能な整備を考慮に入れるとともに、規模やグレード及びランニングコスト
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等を十分検証することが必要です。  

 

（４）基金の適正管理  

財政調整基金については、今後の経済（景気）変動や緊急課題等に対応す

るための財源として充実を図り、４０億円以上を維持することとしているこ

とからも、剰余金処分等の調整を図り、その適正な管理に努めなければなり

ません。  

特定目的基金については、本計画期間中の大規模事業の財源として、国・

県の補助金等が見込めない事業の財源として、教育施設整備基金、保健福祉

基金及び鉄道施設整備基金などを充当していますが、小・中学校の改修はそ

の後も引き続き実施しなければならないので、財政調整基金同様その充実

（計画的な積立）に努めなければなりません。  

なお、公共施設の老朽化対策等の経費については、第２次基本計画期間中

に予定されている小中学校等の改修を除き、本計画では反映しておりません

が、これらの課題に対応するためにも、適宜、財政調整基金からの振替を行

いながら、基金全体の充実に努めることとします。  

 

７  財政計画の推進体制  

財政計画の実効性ある推進を図るため、計画の進行管理を毎年度行うことと

します。  

また、市の財政運営の健全化を図るため、本計画は固定とするものの、行政

改革の推進や実施計画及び予算編成において適宜見直しを図り、職員一丸とな

って計画推進に取り組みます。  

 

 

 

 

 

用語解説  
 

用     語  解     説  

基 金  

地 方 公 共 団 体 が年 度 間 の財 源 の不 均 衡 の調 整 や特 定 の目 的 のため

に積 み立 てる資 金 、財 産 のこと。年 度 間 の財 源 の不 均 衡 の調 整 のため

に積 み立 てて幅 広 く使 用 できる財 政 調 整 基 金 、市 債 （地 方 債 ）の償 還

のために積 み立 てられる減 債 基 金 、特 定 の使 途 のために積 み立 てられ

る特 定 目 的 基 金 などがある。  

決 算 剰 余 金  

決 算 時 において支 出 を上 回 る収 入 のうち、翌 年 度 に繰 り越 すべき財 源

を差 し引 いたもの。健 全 な財 政 運 営 を確 保 する見 地 から、地 方 財 政 法

では、剰 余 金 のうち２分 の１以 上 の額 は、積 立 てまたは繰 上 償 還 の財 源

に充 てなければならないとされ、残 りの額 については、翌 年 度 に繰 り越 し

て使 用 することが認 められている。  

経 常 収 支 比 率  
税 などの一 般 財 源 を経 常 的 経 費 にどれくらい充 当 しているかをみるもの

で、この比 率 が高 いほど財 政 構 造 が弾 力 性 を失 っていることを示 す。  
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経 常 的 経 費  

（経 常 経 費 ）  
人 件 費 や扶 助 費 、公 債 費 など毎 年 度 固 定 的 にかかる経 費  

公 債 費 負 担 比 率  
普 通 会 計 （一 般 会 計 ）が負 担 する元 利 償 還 金 に充 てられた一 般 財 源

の一 般 財 源 総 額 に対 する比 率  

財 政 健 全 化 法  

地 方 公 共 団 体 の財 政 の健 全 化 に関 する法 律 の略 称 。 地 方 公 共 団 体

の財 政 の健 全 性 に関 する比 率 の公 表 制 度 を設 け、 その比 率 に応 じて、

財 政 の早 期 健 全 化 、財 政 の再 生 、公 営 企 業 の経 営 の健 全 化 を図 るた

めの計 画 を策 定 する制 度 を定 めるとともに、計 画 を実 施 することにより地

方 公 共 団 体 の財 政 の健 全 化 に資 することを目 的 に施 行 。  

財 政 力 指 数  

普 通 交 付 税 額 算 定 の際 に算 出 する指 標 で、基 準 財 政 需 要 額 に対 す

る基 準 財 政 収 入 額 の割 合 。１を超 えれば普 通 交 付 税 の不 交 付 団 体 と

なる。  

債 務 負 担 行 為  

契 約 等 に基 づき将 来 にわたり債 務 を負 担 すること。指 定 管 理 者 制 度 に

よる施 設 等 の管 理 委 託 料 や、計 画 策 定 などが複 数 年 にわたる場 合 の

委 託 料 などが該 当 する。印 西 市 では千 葉 ニュータウン区 域 内 の学 校 な

どは、事 業 者 （都 市 再 生 機 構 、千 葉 県 企 業 庁 ）が一 旦 費 用 を立 て替 え

て整 備 （立 替 施 行 ）しており、市 は後 年 度 の複 数 年 にわたりその費 用 を

事 業 者 に償 還 払 いしているが、これも債 務 負 担 行 為 に基 づく支 出 に 当

たる。  

市 債  
市 が資 金 調 達 のために１会 計 年 度 を越 えて返 済 する債 務 のこと。地 方

債 も同 意 。また地 方 債 を起 こすことを起 債 とい う。  

実 質 公 債 費 比 率  

普 通 会 計 （一 般 会 計 ）等 が負 担 する元 利 償 還 金 及 び準 元 利 償 還 金 の

標 準 財 政 規 模 （各 自 治 体 の標 準 的 な一 般 財 源 規 模 ）に対 する比 率

で、３５％以 上 が財 政 再 生 基 準 、２５％以 上 が早 期 健 全 化 基 準 とされ

る。  

準 元 利 償 還 金  
特 別 会 計 に対 する繰 出 金 や一 部 事 務 組 合 への負 担 金 ・補 助 金 の地

方 債 償 還 財 源 や公 債 費 に準 ずる債 務 負 担 行 為 に基 づく支 出  

消 費 的 経 費  
人 件 費 や扶 助 費 、補 助 費 など、経 費 支 出 の効 果 が短 期 間 で終 わり後

年 度 に形 を残 さない性 質 の経 費  

将 来 負 担 比 率  

普 通 会 計 （一 般 会 計 ）等 が将 来 負 担 すべき実 質 的 な負 債 の標 準 財 政

規 模 （各 自 治 体 の標 準 的 な一 般 財 源 規 模 ）に対 する比 率 。３５０％以

上 が早 期 健 全 化 基 準 とされる。  

地 方 交 付 税  

国 税 のうち所 得 税 、法 人 税 、酒 税 及 び消 費 税 の一 定 割 合 を、地 方 公

共 団 体 が等 しく事 務 を遂 行 できるよう一 定 の基 準 で国 が交 付 する税 の

こと。地 方 交 付 税 には、合 理 的 かつ妥 当 な水 準 で行 政 を運 営 した場 合

に係 る経 費 （基 準 財 政 需 要 額 ）が、標 準 的 な状 態 で見 込 まれる税 収 入

など（基 準 財 政 収 入 額 ）を超 える額 を基 に交 付 される普 通 交 付 税 と、普

通 交 付 税 では算 定 しがたい特 別 な理 由 により交 付 される特 別 交 付 税 が

ある。  

投 資 的 経 費  

公 共 施 設 の建 設 など、将 来 の投 資 として行 われる支 出 （費 用 ）。  

降 雨 、暴 風 、洪 水 や地 震 などの災 害 により被 害 等 をうけた施 設 などを原

形 復 旧 させるための費 用 （災 害 復 旧 事 業 費 ）も含 まれる。  

標 準 財 政 規 模  

地 方 公 共 団 体 の標 準 的 な一 般 財 源 の規 模 を示 すもので、地 方 交 付 税

算 定 上 の一 般 財 源 額 （標 準 税 収 入 額 ）と普 通 交 付 税 及 び臨 時 財 政

対 策 債 発 行 可 能 額 の合 計 額  

扶 助 費  
生 活 保 護 法 、児 童 福 祉 法 、老 人 福 祉 法 などに基 づき、支 給 される費 用

や各 種 サービスのこと。  

 

 


